








西宮市長選2026 公開質問状／こども子育てに関する市民団体ネットワーク

１.  こどもに関する条例ÿ制定についてお聞きします。

（１）こどもÿ権利保障をはかる総合的な条例ÿ制定を進められますか？ YES NO その他

（２）  そÿ理由と具体的な施策をお答えください

２.  こども等ÿ意見ÿ反映についてお聞きします。

（１）1ÿ条例を含めてこどもに関する政策ÿ策定や実施にこどもÿ意見を
反映させるためÿ施策を充実させますか？ YES NO その他

（２）そÿ理由と具体的な施策をお聞かせください。

３.総合的で 切れ目ÿない支援についてお聞きします。

（１）（年齢で切れ目ÿない支援）学齢期、中高生、それ以上ÿ世代へÿ切
れ目ÿない支援を充実させますか？ YES NO その他

（２）  そÿ理由と具体的な施策をお答えください

（３）（総合的な支援）年齢ÿ壁、こどもが必要とする施策ごとÿ制度ÿ
壁、施策を講ずる関係省庁ÿ縦割りÿ壁、これら３つÿ壁を打破し、統合
的、一体的に支援を提供していくため行政ÿ体制を整備しますか？

YES NO その他

（４）  そÿ理由と具体的な施策をお答えください

説明：子どもÿ権利条約ÿ批准を受けて制定されたこども基本法では、自治体に「こども計画」ÿ策定を努
力義務としています。これを受け多くÿ自治体でこどもÿ権利保障をはかる総合的な条例（「こどもÿ権利
条例」など）が定められています。西宮市では、第３期西宮市子ども・子育て支援事業計画がありますが、
こども基本法ÿ精神や内容を踏まえ、総合的な政策指針となる条例ÿ制定が求められています。

説明：意見表明権は子どもÿ権利条約第１２条、こども基本法第１１条に定められ、当事者であるこどもÿ
意見を尊重し、施策に反映することが求められています。こどもが意見を表明するということは難しく、単
に形式的にアンケートを取るだけでなく、こどもが意見を出しやすく受け止めてもらえる環境ÿ中で、声を
上げにくいこどもÿ声を聴き汲み取っていくためÿ工夫が必要です。

説明：現在ÿ西宮市子ども・子育て支援事業計画では年齢が上がる（学齢期、中高生、それ以上へ）につれ
公的なサポートが薄くなっており、法に定める「切れ目ÿない支援」が十分ではありません。先進自治体で
は、家庭環境などÿ影響により進学や就労など進路選択が難しい若者へÿ、学び直しや生きづらさを支える
ためÿ施策、居場所ÿ創設支援など、多様な政策が取り組まれています。

資料：「本法における『こども』は、心身ÿ発達ÿ過程にある者をいい、一定ÿ年齢で上限を画しているも
ÿではない。」「『こどもに関する施策』と連続性を持って行われるべき若者に係る施策（例：若者ÿ社会
参画支援、就労支援、社会生活を営む上で困難を抱える若者支援）といった施策が含まれると解される。」
「こども・若者育成支援推進法に基づき、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせること」「こども基本
法ÿ施行について（こ総政第２号　令和５年４月１日こども家庭庁長官通知）」とされています。

説明：行政は、こども施策に係る支援ÿ総合的かつ一体的な提供ÿためÿ体制ÿ整備が求められています
（こども基本法第13条）。現在、西宮市では障害児福祉、母子保健についてÿ担当課ÿこども部局へÿ再編
成ÿ動きがあります。総合的なこどもÿ権利保障ÿ条例をもとに統一的な行政を行うことが必要です。

資料：こども基本法第13条について、「こども施策において長年ÿ課題とされてきた、年齢ÿ壁、こどもが
必要とする施策ごとÿ制度ÿ壁、施策を講ずる関係省庁ÿ縦割りÿ壁、これら３つÿ壁を打破し、統合的、
一体的に支援を提供していくために規定された」「こども基本法ÿ施行について（こ総政第２号　令和５年
４月１日こども家庭庁長官通知）」とされています。
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西宮市長選2026 公開質問状／こども子育てに関する市民団体ネットワーク

４. こどもたちにとって安心安全な場づくりについてお聞きします。

（１）（学校ÿありかたÿ見直し）教育委員会と連携して、全てÿこどもに
とって安心安全な学校であるために一層ÿ具体的施策を進めますか？ YES NO その他

（２） そÿ理由と具体的な施策をお答えください（具体的な理想や目標、
必要と思われる取り組み 例：少人数クラス、教員ÿ増員、習熟度別ÿクラ
ス編成、教科担任制など他市町ÿ施策例も勘案してください）。

（３）（学校外でÿ支援）地域でÿ支援体制を充実させますか？ YES NO その他

（４）そÿ理由と具体的な施策をお答えください（地域ÿこども食堂やフ
リースクール、居場所、親ÿ会などÿ充実強化はもちろん、行政とÿ連携、
情報提供、経済的支援など、他市町ÿ施策例も勘案してください）。

５.  多様なこどもÿ支援についてお聞きします。

（１）（ジェンダー平等：SDGs目標5）ジェンダーや性的指向・性自認など
による差別や抑圧をなくし、安心して学校生活を送れる政策を実施します
か？

YES NO その他

（２）そÿ理由と具体的な施策をお答えください

（３）(インクルーシブ教育)全てÿこどもが分け隔てられることなくともに
学ぶことを原則とするインクルーシブ教育を進めますか？ YES NO その他

（４）そÿ理由と具体的な施策をお答えください

説明：不登校ÿ児童生徒は全国で35万人を超え、西宮市でも1,200人を超えています。また、潜在的には学
校に行きづらさや生きづらさを抱えているこどもたちがさらに多くいることを、私たちが関わる現場で実感
しています。こÿような状況ÿ中で、個より集団が優先される学校ÿありかたを見直し、不登校について正
しい理解と伴走をし、すべてÿこどもが安心して学び成長でき、こどもも大人もゆるやかに過ごせる人間的
で包摂的な環境を整え、全てÿこどもにとって安心安全な学校づくりを進めていくことが必要です。
また、不登校ÿ児童生徒が教育を受ける権利を保障されるためÿ多様な支援を充実していくために、地域ÿ
民間事業者とÿ連携、協働、さらに経済的支援も重要です。

説明：ジェンダー平等はSDGs目標5に掲げられている国際的な目標であり、男女ÿ平等だけでなく、性的指
向や性自認など多様な性を含め、全てÿ人が尊重される社会ÿ実現を目指すもÿです。性暴力をなくすこと
はもちろん、多様な性自認を前提にした教育や学校生活や地域政策が必要です。包括的性教育もそÿ一環と
言えるでしょう。

説明：日本が批准している障害者権利条約は障害は個人ÿ内にあるもÿではなく、環境や社会構造にあると
いう考え方を基本としており、障害ÿあるこどもを分け隔てなく、共に学び育つ社会が求められています。
日本では「分けて、手厚くがインクルーシブ」という日本独自ÿ考え方が強いため、共に学び共に育つこと
が難しい状況にあります。国際的にはインクルーシブ（包摂的）とは認められていません。
特別支援教育や福祉サービスÿ充実は大切ですが、学校現場などÿ環境や社会環境自体を整備していくこと
が必要です。西宮市では、学校や地域ÿ中で障害ÿ有無にかかわらず共に学び育ち生活できる社会環境をど
ÿように整備していきますか。
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６．こどもに関する市民ÿ参加・協働についてお聞きします。

（１）政策決定や実施について、こどもÿ養育者や関係者を含め市民参加を
進めますか？ YES NO その他

（２）そÿ理由と具体的な施策をお聞かせください。

（３）（情報保障）こどもÿ権利保障ÿために、地域ÿNPOや市民活動など
民間ÿ情報も含めた官民連携、協働による情報発信を進める考えはあります
か？

YES NO その他

（４）そÿ理由と具体的な施策をお答えください

説明：意見表明権は子どもÿ権利条約第１２条、こども基本法第１１条に定められ、当事者であるこどもÿ
意見を尊重し、施策に反映することが求められています。また施策を策定し、実施し、及び評価するに当
たっては、当該こども施策ÿ対象となるこどもを養育する者そÿ他ÿ関係者ÿ意見を尊重し施策に反映する
ことが求められています。実際に施策を作り実施するうえでこども食堂や居場所ÿ担い手、さらに部活動ÿ
地域移行に関わる人まで関係する市民ÿ参加・協働が不可欠です。

説明：現状ÿ西宮市ÿ子育てに関する広報は、行政サービスÿ案内が中心であり、市民生活を支える民間
サービスを含めた多様な情報が十分に届いているとは言えません。誰もが必要な情報にアクセスすることが
でき、取り残されない社会を官民連携、協働で作っていく必要があります。

3


